
 

 

 

様式第１２ 法第49条第４項第３号関係（都市計画法第59条第１項から第４項までの

都市計画事業の認可） 
 
 
 

都市計画法第59条第１項から第４項までの認可又は承認に関する事項 

 

 

１．都市計画事業を施行しようとする者 

 

住    所  上閉伊郡大槌町上町１番３号 

 

氏名又は名称  大槌町 

 

２．都市計画事業の種類及び名称 

   大槌都市計画安渡第１地区小規模団地住宅施設整備事業 

 

３．事業計画 

イ．事業地 

（１）収用の部分 

上閉伊郡大槌町安渡三丁目及び大槌第２８地割の各一部 

 

（２）使用の部分 

なし 

 

ロ．設計の概要 

別添設計の概要を表示する図書のとおり 

面積 2.5ha 

 

ハ．事業施行期間 

自 平成２６年１２月２６日 

至 平成２９年 ３月３１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
備 考 被災関連市町村等が都市計画事業を施行しようとする場合においては、住所の記載及び押印を省略すること

ができる。 

 







設計概要説明書 

 

名  称 安渡第１地区小規模団地住宅施設整備事業 

位  置 岩手県上閉伊郡大槌町安渡三丁目及び大槌第２８地割の各一部 

面  積 約２．５ｈａ 

住
宅
施
設
、
特
定
業
務
施
設
又
は
公
益
的
施
設
及
び 

公
共
施
設
の
位
置
及
び
規
模 

住宅施設 約１．２ha 
備 

考 

小規模団地住宅施設整備事業の移転先敷地を 

整備する。 

公益的施設 － 
ゴミ置場を公園・緑地及び道路付帯地内に整備す

る。 

公
共
施
設 

道路 

地区東側の計画幹線道路（幅員6ｍ別途事業）を骨格として、幅員6ｍの地

区内道路を、画地規模を考慮して適宜配置する。 

 幅員3ｍの歩行者専用道路を、低地部からの避難路及び隣接住宅地との連

絡路として適宜配置する。 

公園及び 

緑地 

公園及び緑地は、誘致距離や周辺環境、景観等を考慮して適宜配置する 

ものとし、地区面積の3％以上を確保する。 

その他の 

公共施設 

下水道 ①雨水：公共下水道の雨水浸水対策事業として整備する準用河川沢

山沢川を介し、大槌川へ直接放流する。 

②汚水：公共下水道により集水し、終末処理場を経由して小鎚川へ

放流する。 

上水道 大槌町営水道により給水する。また、防火貯水槽を整備する。 

小計 約１．３ha 

建築物の高さの最高限度若しく

は最低限度 
制限無し 

建築物の延べ面積の敷地面積に

対する割合の最高限度若しくは

最低限度 

２００％ 

建築物の建築面積の敷地面積に

対する割合の最高限度 
６０％ 

用途地域 用途地域の指定のない区域 

 

平面図は、別紙のとおり。 

 



 

 

 

 

様式第１２ 法第49条第４項第３号関係（都市計画法第59条第１項から第４項までの

都市計画事業の認可） 
 
 
 

都市計画法第59条第１項から第４項までの認可又は承認に関する事項 

 

 

１．都市計画事業を施行しようとする者 

 

住    所  上閉伊郡大槌町上町１番３号 

 

氏名又は名称  大槌町 

 

２．都市計画事業の種類及び名称 

   大槌都市計画赤浜第１地区小規模団地住宅施設整備事業 

 

３．事業計画 

イ．事業地 

（１）収用の部分 

上閉伊郡大槌町赤浜二丁目及び吉里吉里第２２地割の各一部 

 

（２）使用の部分 

なし 

 

ロ．設計の概要 

別添設計の概要を表示する図書のとおり 

面積 2.6ha 

 

ハ．事業施行期間 

自 平成２６年１２月２６日 

至 平成２９年 ３月３１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
備 考 被災関連市町村等が都市計画事業を施行しようとする場合においては、住所の記載及び押印を省略すること

ができる。 







設計概要説明書 

 

名  称 赤浜第１地区小規模団地住宅施設整備事業 

位  置 岩手県上閉伊郡大槌町赤浜二丁目及び吉里吉里第２２地割の各一部 

面  積 約２．６ｈａ 

住
宅
施
設
、
特
定
業
務
施
設
又
は
公
益
的
施
設
及
び 

公
共
施
設
の
位
置
及
び
規
模 

住宅施設 約０．９ha 

備 

考 

小規模団地住宅施設整備事業の移転先敷地及び 

災害公営住宅を整備する。 

公益的施設 約０．５ha 

地域の拠点となる公民館、避難ホール及び消防屯

所を配置する。 

 ゴミ置場を公園・緑地及び道路付帯地内に整備す

る。 

公
共
施
設 

道路 
地区中央を南北に通過する県道吉里吉里釜石線を骨格として、幅員4～6.5

ｍの地区内道路を、画地規模を考慮して適宜配置する。 

公園及び 

緑地 

公園及び緑地は、誘致距離や周辺環境、景観等を考慮して適宜配置する 

ものとし、地区面積の3％以上を確保する。 

その他の 

公共施設 

下水道 ①雨水：公共下水道により集水し、大槌湾へ直接放流する。 

②汚水：公共下水道により集水し、終末処理場を経由して小鎚川へ

放流する。 

上水道 大槌町営水道により給水する。また、防火貯水槽を整備する。 

小計 約１．２ha 

建築物の高さの最高限度若しく

は最低限度 
制限無し 

建築物の延べ面積の敷地面積に

対する割合の最高限度若しくは

最低限度 

２００％ 

建築物の建築面積の敷地面積に

対する割合の最高限度 
６０％ 

用途地域 第一種住居地域・用途地域の指定のない区域 

 

平面図は、別紙のとおり。 
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